
質問順位 議席番号 ﾍﾟｰｼﾞ

１ 17 市 政 会 1

２ 12 公 明 党 市 議 団 4

３ 5 新 志 会 6

４ 4 新 志 会 9

５ 11 公 明 党 市 議 団 11

６ 7 ------------------ 13

７ 16 市 政 会 15

８ 8 日 本 共 産 党 17

９ 9 市 民 連 合 19

令和６年第１回日向市議会定例会

一　　般　　質　　問　　通　　告　　書

質　　問　　日 氏　　　　　　　　名 会　　　派　　・　　政　　　党

壱岐　紘明

三樹　喜久代

髙橋　由美

黒木　克彦

黒木　健二

柏田　公和

日髙　和広

河野　ひとみ

２月15日
（木）

三輪　邦彦

２月13日
（火）

午前

午後

２月14日
（水）

午前

午後

午前

※午前の開始は 9時30分、午後の開始は １時からの予定です。



令和6 (2024)年2月5日

日向市議会議長 松葉 進一 様

17番 」 日向市議会議員 壱岐 紘明

発言 (一般質問)通告書

令和 6年 第1回 日向市議会定例会において、下 記のとお り一般質問をいた しますので、

会議規則第 62条 第2項 の規定により通告します。

質問順位 1 番

内 容 (具 体 的 な 質 問 事 項 ) 答弁を求める者

1 お倉ケ浜総合公園の運用と整備について

近年、生活習慣病の増加や高齢化社会の進展に伴い、健康増進への意識が高ま

っています。日向市においても、市民の健康増進を目的とした様々な施策が推進

されています。その中でも、お倉ケ浜総合公園では野球場を中心にその周辺の整

備が進んでいますが、同時期に周辺の運用と整備も見直す事で、市民の健康寿命

延伸に大きく貢献する施設になると考えますが、市の見解を伺います。

(1)競技者入口や施設の利用状況について

①お倉ケ浜総合公園における主なスポーツ (テニス、野 球、ソフトボール、

フットサルを含むサッカー、タグラグビーを含むラグビー)の日向市民の

競技人口について、30年前から現在までの推移を伺います。 (5年単位で

お願いします)

②テニス場、野球場、主にソフトボールで使用する運動広場、主にサッカー

やラグビーで使用する多目的広場、サンドームの利用者数について、平日

と休日を日中・夜間に区別して伺います。

(2)課題の確認

①日向市民に広く利用されているお倉ケ浜総合公園ですが、県内の他市町村

施設と比べて誇れる所と劣っていると思われる所を伺います。

② 「健康ひゆうが 21計固」の今後の取り組み目標の中で、運動習慣者の増

加とありますが、運動の機会を与える施設としての総合公園の役割を伺い

ます。

(3)提案

①現在、主にサッカー場として利用されている敷地やその周辺を、平日夜間

利用できるように (芝、照 明、 トイレ)整備等をしては如何か。

市長

教育長
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2 駐在所の統廃合に伴う地域住民の不安解消と安心安全なまちづくりについ

て

近年、日向市では駐在所の統廃合が進んでいます。この3月には塩見地区、平

岩地区の駐在所、来年3月には坪谷地区の駐在所が統合されます。このことに不

安を抱える地域住民も多く、地域における安心安全の確保が懸念されています。

そこで、日向市として、駐在所がなくなった地域における市民の不安解消と安心

安全なまちづくりに向けて、どのような取り組みを実施していくのか、具体的な

施策について伺います。

(1) 県と連携した地域住民の不安解消に向けた取り組みについて伺います。

①地域住民への丁寧な説明と情報提供を行ったか伺います。

②周辺地域住民からの要望や不安の声はないのか伺います。

(2)地域における安心安全なまちづくりに向けた取り組みについて

①地域住民と警察が連携した防犯パトロールや情報交換会などは行われて

いるのか伺います。

②犯罪発生時の情報共有や避難訓練など、地域住民が積極的に参加できる防

犯活動の推進が図られているのか伺います。

③高齢者や一人暮らしの人など、犯罪被害に遭いやすい人への支援体制を伺

います。

④駐在所がなくなった地域では、道路の白線や横断歩道の整備、交通安全の

看板の設置が特に重要となります。車道と歩道の区分が分かりにくい場所

や、見通しの悪い交差点など、交通事故が発生しやすい箇所を重点的に整

備する計画はないのか伺います。

3 日向市の防災力・災害対応力について

日向市は、南海トラフ地震や日向灘地震などの大地震や津波の襲来など、自然

災害リスクに直面しています。近年、全国各地で甚大な被害をもたらす災害が発

生しており、防災力・災害対応力の強化が喫緊の課題となっています。

日向市単独で全ての災害に対応することは困難であり、近 隣市町村との連携

は、防災力・災害対応力を強化するために不可欠です。特に、以下の点において

連携が重要と考えられます。

情報共有・伝達

災害発生時の状況や避難情報などを迅速かつ確実に共有

誤情報やデマの拡散防止

避難所や救援物資、消防・救急車などの資源・人員を相互に支援

被災者への支援体制の強化

市長

市長

2



避難場所の不足や道路の寸断等により、日向市内での避難が困難な場合、近隣市

町村へ円滑に広域避難を実施

災害復旧・復興

被害状況の調査、インフラ復旧、生活支援などを共同で実施

復興計画の策定・実行

(1)日向市は、近隣市町村との連携を強化するために、どのような取り組みを

進めていますか。具体的には、以下の項目について、どのような協定や計画

を策定しているのか伺います。

・情報共有・伝達

・資源・人員の相互支授

・広域避難

・災害復旧・復興

(2)これらの協定や計画に基づき、実際にどのような訓練や演習を実施してい

るのか伺います。

(3)近隣市町村との連携を強化するために、課題と解決策をどのように考えて

いるのか伺います。

(4)今後、防災力・災害対応力を強化するために、どのような取り組みを推進

していくか伺います。

(5)本市における災害対策本部の拠点となりえる施設の場所とその設備につ

いて伺います。
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令和 6 (2024) 年2月 5日

日向市 議会議長 松葉 進一 様

12 番コ 日向市 議会議 員 三樹 喜久代

発言 (一般質問)通告書

令和 6年 1回 日向市 議会定例会 において、 下記の とお り一 般質問をいた しますので、会 言義

規則第 62条 第 2項 の規 定により通 告 します。

質問順位 2 番

内 容 (具 体 的 な 質 問 事 項 ) 答弁を求める者

1,安心して就学を迎えるために 「5歳児健診」の実施を(SDGS目標 3,4)

発達障がいなどを早く発見し、小学校入学につなげる「5歳児健診」の全国的

な実施に向けて、国 は自治体が実施する集団健診で、1人当たり3,000円を上限

に費用の2分の1の補助を始めた。小学校入学前に就学時健診もあるが、就学ま

での期間が短く、支授が難しい。個々に合わせた支授を行い、子 どもの保護者が

安心して就学を迎えるためにも、「5歳児健診」は重要と思う。実際に、「5歳児

健診」 を導入した自治体では不登校が減ったという研究もある。

私が平成29 (2017)年6月議会の一般質問で 「5歳児健診」の実施を訴えて

以来、6年が経過したが、国 が補助実施に踏み切ったことを踏まえ、本市の 「5

歳児健診」の実施の意向について問う。

(1) 調査・研 究はどのように進められてきたのか。

(2) 実施するための課題は何か。

(3) 実施できないのか。

2,児童生徒に配慮した健康診断実施の環境整備について(SDGS目標 3,5)

文部科学省は、 1月22日に、学 校の健康診断について、児 童生徒のプライバ

シーや心情に配慮して実施するよう、健 診時の児童生徒の服装や学校側の運用

などに関する具体的な考え方を示 した通知を発出した。上 半身の服を脱いで行

う健診方法を見直すよう求めている。本市では、各学校において正確に行われて

いるものと判断するが、文部科学省の通知に対 して誤解を生みかねない報道も

見受けられる。我々市民は、一般的に学校の健康診断を見る機会がないので、市

民の理解を深めるために本市の学校の健康診断実施の状況について問う。

(1) 今回の文部科学省の通知についての感想を問う。

(2) 各学校は何を基準 (テキス ト) に健康診断を行っているのか。

(3) 健康診断の流れについて簡潔に説明をいただきたい。

(4) 児童生徒等のプライバシーや心情への配慮について、本 市の課題があれ

ば問う。

市 長

教育長

市 長

教育長
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3. 帯状庖疹ワクチン接種費の助成について (SDG S 目標 3.11)

帯状庖疹は、ほとん どの人が持つ水痘・帯状庖疹ウイルスによって日本人の

90%以上に発症する可能性があり、50歳代から発症率が高くな り、80歳までに

約3人に1人が発症するといわれている。痛みは3～4週間続き、約 2割の人に

3カ月以上痛みが続〈後遺症が残る。帯状庖疹の罹患の原因に、免疫低下が挙げ

られ る。現在、日向市民は新型コロナ、インフルエンザの罹患等による免疫低下

で帯状庖疹にかかり易 い状況にあると考える。発 症を予防できる不活化ワクチ

ンの予防効果は97,2%とされている。 しか し高額なワクチン接種費が、経 済的

負担となって 「高すぎて打てない」との市民の声が上がっている。帯状庖疹ワク

チン接種について問う。

(1) これまで帯状庖疹ワクチンの周知と接種の推進はどのように行われてき

たか。

(2) 国の帯状庖疹ワクチン接種に対する動向をどのように把握しているか。

(3) 県内でワクチン接種費用の助成をすでに実施している自治体の状況をど

う受け止めているか。

(4) 帯状庖疹ワクチン接種費用の助成はできないか。

4, 今後の無縁遺骨を増やさない取り組みについて (SDGS目標 3.11)

65才 以上の一人暮らしが急増している。内 閣府 「令和5年版高齢社会白書」

で、1999年には約162万人だったが、2020年 には約672万 人と、この 30年 で4

倍に増加している。高 齢者の一人暮らしが増える要因として、長寿化による増

加、核 家族化、今後は男女とも未婚の影響も大きくなる。引き取 り手のいないご

遺骨 (無縁遺骨)が増える可能性がある。今後どのように取り組んでいくのか問

う。

(1) 本市の65才以上の高齢者世帯で、一 人だけの 「単身世帯」と子 どもや孫

がおらず夫婦だけの 「夫婦のみ世帯」が占める割合を問う。

(2) 本市における無縁遺骨の発生の状況について問う。

(3) これまでの無縁遺骨の保管数などの変化および今後の無縁遺骨について

の課題を問う。

(4) 無縁遺骨を増やさないための政策が必要になるが、検 討はなされている

のか (終活支援事業など)。

市 長

市 長
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令和6 (2024)年2月5日

日向市議会議長 松葉 進一 様

5 番コ 日向市議会議員 高橋 由 美

発言 (一般質問)通告書

令和 6年 第 1回 日向市議会定例会において、下 記のとお り一 般質問をいた しますので、

会議規則第 62条 第2項 の規定により通告 します。

質問順位 3 番

内 容 (具 体 的 な 質 問 事 項 ) 答弁を求める者

1.障がい児・障がい者への防災対策について

内閣府の発表によると、東日本大震災では、死者15,858名、行方不明者3,057

名、負傷者6,077名 (いずれも、平成24年 5月1日緊急災害対策本部による。)

という甚大な人的被害があり、障 がい者の死亡者率が被災地全体の死亡率に比

して高いと言われている。

国は2013年に法律を改正し、避難が困難な障がい者等への対策を進めるよう

自治体に求めてきたが、今も十分とは言えない。

以上を踏まえ、以下の点について問う。

(1) 福祉避難所の在り方について問う。

① 運 営方法

② 収 容人数の想定

③ ス タッフの確保

④ ス タッフ向け管理・運営マニュアルの作成と理解の徹底

⑤ 介 助者の人数確保と体制作り、派遣と勤務方法等

⑥ 家 族や付き添い者の受け入れ形態

⑦ 対 象者の想定 (障がいの程度等)

⑧ 物 資の設置と配布方法

⑨ 広 域福祉避難所との連携

[相]障がい者関連施設の有無・数

⑧ 地 域住民の理解促進と協力への働きかけ

(2) 福祉避難所の検討と同時に、バリアフリーの仮設住宅の検討も必要であ

る。 これまで、障がい者や家族は、車中泊や倒壊しなかった自宅で生活

をしていたケースが多かったと考えられる。バ リアフリー仮設住宅は、

障がい者、高齢者、妊婦や乳幼児のいる家族も利用しやすい。日向市で

はどのような形態の仮設住宅建設を検討・計画しているのか問う。

(3) 障がい者の特性や介助方法を支援者等に伝えるためにも、障がいを正し

く理解することは大切である。大規模災害が発生すると、介 助・介護の

市長
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負担 が大 き くな り精 神的苦痛 も重 なる。障 がい者世帯 は “災害 =死“ を

連想してしまいがちであることから、市 民の障がい者に対する合理的配

慮についての働きかけ等を問う。

(4) 在宅障がい者は家族と住んでいることで支援は不要と思われがちだが、

災害時は、施 設利用者と同様に避難が困難であると考える。障がい者世

帯へも救助の声があげられやすい状況、避難所でのお風呂やトイレも遠

慮なく使用できること、在 宅や車中泊の障がい者家族への避難物資の配

布方法の見直しも必要であることから、具 体的な支援の計画について問

う。

(5) 災害は広域で検討しなければならない。移動手段の検討も必要である。

広域避難する際、自家用車での移動も想定できるが、運転する家族が高

齢者であったり、ケ ガをして移動できない状況等も考慮し、自治体が用

意する移動手段に誰もが乗車できることが大切である。 しかし現状は、

自治体所有の車両には低床バス等が少ないため、早 急に検討しなければ

ならないと考える。障 がい者の避難は、健 常者の避難よりも時間を要す

ることから、移 動手段・移動確保の計画について問う。

(6) 平常時から、地域、行政、NPOなどと連携し、お互いに理解し合える関

係づ〈りが大切である。それは地域力にも繋がり、障 がい者も地域の一

員として地域のイベントに参加し触れ合うことができ、支援力が上がる。

支援力は障がい者や家族の精神的苦痛を和らげ、受援力を上げる。災害

に対し諦めている障がい者も家族も援助を求めやすい良い環境が生まれ

る。 このことから、地域へ協力してほしい内容について問う。

(7) 医療的ケアが必要な人と家族に対して、以下の避難対策準備が確保でき

ているか問う。

① 当 事者の脆弱性、易惑染性の観点から避難所の衛生環境の確保

② 医 療ケア用具、衛生材料、経 管栄養剤などの確保

③ 医 療従事者等の確保 (訪問看護師、訪 問介護士等)

(8) 個別避難計画の作成の進捗状況・啓発活動について問う。

2、部活動の地域移行に向けた取り組みについて

「部活動の地域移行」とは、これまで中学校・高校の教員が担ってきた部活動

の指導を、地域のクラブ・団体などに移行することである。具体的には、スポー

ツ庁と文化庁が2022年 12月に策定したガイドラインに基づき、まずは2023年

度から3年間かけて、「公立中学校」の「休日」の「運動部」を優先して、段階

的に地域移行しようとしている。

現在は、一部の地域・自治体での地域移行が進みつつあり、市区町村が地域の

団体と連携したり、体育・スポーツ協会が主体となって運営したりするなど、い

くつかのタイプがある。私学や高校、文科系の部活動などは、学校や地域の実情

に応じて進めるように、というのが国の方針である。

以上を踏まえ、以下の点について問う。

市長

教育長
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(1) 日向市の 「部活動の地域移行」への現状と計画はどうか。

(2) 専門性の高い指導による子どもへの影響と期待することを問う。

(3) 地域移行導入での教員の勤務時間の短縮・業務負荷の軽減への成果と今

後の課題について問う。

(4) 適切な指導者確保の状況と課題を問う。

(5) 練習場所確保の状況と課題を問う。

(6) 学校を離れることで、友達付き合いや居場所が減ることへの対応はどう

か。

(7) 保護者の負担への対応はどうか。 (費用、送 迎等)

(8) 部活動の最大の意義はあくまでも教育的なものである。 しか し、地 域移

行により専 門性の高い指導が行われることで、競 技に勝つことに重きを

置く可能性も考えられる。長 時間の厳 しい練習を課すなどの事態を防ぐ

ための指導の過熱化対策についてはどうか。

(9) 学校とは異なる場所で教員以外の指導者が担当している際に、体罰がふ

るわれたり、事 故が起きたりする可能性がある。安 全面 (プライバシー

保護も含む)への対策についてはどうか。

3. 日向市役所 「市民ホール」の活用について

地域社会の発展と市民生活の向上を目指 し、全 国の庁舎内に市民ホールや展

示スペースが開設されている。また、このような空間は、市民が心豊かに人間ら

し〈生 きる生活にな〈てはならない存在だと考える。

以上を踏まえ、以 下の点について問う。

(1) 「市民ホール」活用に関する課題と今後の計画について問う。

①予約システム導入に向けた進捗状況・利用開始時期

② 「市民ホール」使用に関する規則の見直しの有無やその内容

(2) ピアノ自動演奏に関して問う。

①自動演奏の時間を決めた理由

②演奏の音量に関して、市民からの意見等の有無とその対策

③ピアノ自動演奏に関する市民の意見・感想・反応等

(3) 「市民ホール」のイベント開催の周知に関して問う。

①開催日時、内容、主催者に関する情報提供の方法・内容

②SNSの利用・投稿頻度

(4) 「市民ホール」の重要性や価値、教育的観点を含めた存在意義について問

う。

失

p
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市長

教育長
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令和 6 (2024) 年2月 5日

日向市議会議長 松葉 進一 様

4 番」 日向市議会議員 黒木

発言 (一般質問)通告書

令和 6年 第 1回 日向市議会定例会 において、下 記 の とお り一 般 質問をいた しますので、 会

議規則第 62条 第 2項 の規定により通 告 します。

質問順位 4  番

内 容 (具体的な質問事項) 答弁を求める者

1 日向市における防災について

今回、能登半島地震が発生した。この地震に誰もが耳を疑ったのではないか

と思 う。確かj;近年、能登半島近辺は頻繁に地震が発生したこともあり、住 民

の中には大きな地震は来ないのではと思 う気持ちもあったのではないかと分

析されている専門家もいる。そのような中で、発生から一ケ月程が経った今日

までの状況を考察して、本市において起こりうる事象等について、あらか じめ

取れる対策等を検討する必要があるのではないかと考える。

以上を踏まえ、以下の点について問う。

(1) 地震後の錯綜した中での状況確認、携帯電話等が使用できない状況の中

の通信手段等の確保について。

① 民 間の自社ヘリを活用した情報の入手は有効な手段ではないかと考える

が、見解を問う。

② 衛 星電話、簡 易型無線機をあらか じめ購入し、主 要な箇所へ配備するこ

とは有効な手段ではないかと考えるが、見 解を問う。

③ 防 災計画の中にあるが、通 信手段の確保が困難な場合でのアマチュア無

線局の活用は手段の一つであると考えるが、見 解を問う。

(2) 災害時におけるインフラ整備について

① 道 路等崩壊が発生した場合、最 低限の道路の復旧等には、建 設会社等は

無論のこと、個人が所有している重機等をあらか じめ把握し、協力して頂

くことが有効であると考えるが、見解を問う。

② 上 水道、特 に長期停電の場合の代替手段について伺う。

③ ヘ リポー ト (場外離着陸場)は計画的に整備されているか伺う。

(3) 避難場所等の整備について

① 一 時避難所、二次避難所の確保、その中で特に一時避難所の備え、非常

食、備 品 (発電機等)は整っているのか伺う。

② 応 急仮設住宅設置に関し、 あらか じめ設置場所の選定等は計画的に実

行されているのか伺う。

(4)災害時において、各地区に点在する消防団があらゆる局面において重要な

市 長
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役割を果たすことが期待されることについて

① 消 防団の充足率が整わない状況であると聞 くが 、啓発活動を活発に行う

必要があるのではないかと考えるが、見解を伺う。

② 一 度退団した消防団の再入団、機能別団員への勧誘を積極的に行う必要が

あるのではないかと考えるが、見 解を伺う。

2 日向市におけるライドシェアリングについて

昨年6月議会の一般質問における「ぷらっとバス」等の課題と対応策の中で、

中山間地域における交通手段の確保はライドシェアリングが有効でないかと

問いかけたが、あまり建設的な意見は頂けなかったと承知している。しか しな

がらこの一年で国の政策も少 しずつ変化してきた。

以上を踏まえ、以下の点について問う。

(1) ライドシェア リングについて、本 市の見解について伺う。

(2) 全国自治体では、すでに導入を検討している自治体があるが本市での導

入の動き、課 題等について見解を問う。

3 ゼロカーボンシティに向けて

(1) Jブルークレジットについて

この件は、Uクレジットが主に地上での二酸化炭素 (CO2)の削減、吸 収量

を売却できるシステムに対して、Jブルークレジットは、海 の中の比較的浅い

(3～ 5m)藻場を利用して太陽の光が届くことにより二酸化炭素 (Co:_)の

削減、吸収量を売却できるシステムで、平岩の藻場において一部検証がなされ

ていると聞 くが 、いずれにせよ海に面した利点と、ゼ ロカーボンを目指 してい

る本市にとっては有益ではないかと考える。

以上を踏まえ、以下の点について問う。

① jブルークレジットについて見解を伺う。

② 細 島の岩ガキ等に対 して流用できるのではないかと考 えるが、見解を問

う。

(2)Jクレジットの制度導入に向けての進捗状況について

この件は、昨年9月議会の一般質問の中で答弁を受けた。その中で今回、諸

塚村が全国で初めてクレジットの認証を受けたことについて、本市におけるj

クレジット認証に向けた進捗状況、今 後に向けた課題等を伺う。

(3)ロクレジットは、山林だけに特化したものではない。その他、力一ボン

ニュー トラルに向けて特に取り組 んでいる事項があれば伺う。

市 長

市 長
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令和 6 (2024) 年 2月 5日

日向市議会議長 松葉 進一 様

11番 日向市 議会議員 黒木 健二《皐会

発言 (一般質問)通告書

令和 6年 第 1回 日向 市 議 会 定例会 にお い て、下 記 の とお り一 般 質 問 をいた します の で、

会議規則第 62条 第 2項 の規 定により通 告 します。

質問順位  5番

内 容 (具 体 的 な 質 問 事 項 ) 答弁を求める者

1, 防災・減 災の対応等について。

(1)能登半島地震を教訓として、今 後予想される南海 トラフ地震及び日向灘沖

地震に対して、防 災・減災の面から本市において求められる喫緊の課題をど

う捉 えているか伺う。

(2)その課題に対して、どのような対策を講 じているのか、または講 じようと

しているのか伺う。

(3)災害防災ピクトグラムの数をもっと増やしたり、大 きな掲示物を作ったり

して、避 難場所が一目で分かるような案内表示や掲示ができないか伺う。

(4)市のホームページの 「もしものときに」(市の防災情報ページ)に、市 民が

分かりやすいような形で、発 災後の 「罹災証明書」や 「補助金」等に関する

情報を掲載 したり、令 和6年版 「市民のための防災ハンドブック」の全戸配

布をしたりすることはできないか伺う。

(5) 本市の88の 自主防災会組織のうち、 どれぐらいの組織が実際に機能でき

る状態にあるのかを伺 うとともに、 その実態の課題解決に向けた対策を伺

う。

(6)本市は、季 節を問わず海を活用している人が多いが、津 波フラッグの有無

と活用方法について伺う。

(7) 財光寺小学校の屋上を津波避難所にしない理由を伺う。

市長
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2, 死亡後の窓口手続きについて。

家族や親族が死亡したときの手続きは、大変多くの届け出や書類が必要にな

り、遺 族の対応は大変である。庁 舎の中をあちこちするのではなく、一 箇所で

完結できる、「おくや み窓口」を開設 している他自治体のことを耳にするが、日

向市においても 「おくや み窓口」 を創設することはできないか伺う。

3, 地域公共交通について。

(1)現在、市で運行している市民バスに対する評価と今後の見通 しについて伺

う。

(2)Alを活用したオンデマンド型乗り合いタクシーが全国で普及しつつあるが、

本市においても導入に向けた実証実験をする計画はないか伺う。

4, 不登校対策について。

(1)年々増えている不登校児童生徒への対応は、本 市においても学校現場だけ

ではなく、教 育委員会でもかなり苦労されていることと思 う。各 学校にス木

シャルサポー トルームを作り対応するも、管 理職や養護教諭、または授業の

空いている教諭が対応している現状が見られる。これは働き方改革からみる

とまったく逆 行 していることになる。

スペシャルサポー トルームを 「校内フリースクール」のようにして、退 職

または再任用の先生方を専任として雇用するシステムや予算措置ができな

いか伺う。

(2)不登校または登校しぶ りの児童生徒を見守る上で、出勤時間を遅らせれば、

保護者は気持ちに余裕を持って対応することができると考える。

「地方公務 員の育 児休 業等 に関す る法 律 」 の第 19条 (部分休 業) で

は、対 象 を小 学 校就 学 の始期 ま で としてい るが 、本市職員における対応

として 「小学生の子どもが卒業するまで」にする条例制定を行うことはでき

ないか伺う。

市長

市長

市長

教育長
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令和 6 (2024) 年2月 5日

日向市議会議長 松葉 進一 様

7 番コ 日向市議会議員 柏田 公和

発言 (一般質問)通告書

令和 6年 第 1回 日向 市 議 会 定例 会 にお いて、下 記 の とお り一 般 質 問をいた します の で 、

会議規則第 62条 第 2項 の規 定により通 告 します 。

質問順位 6 番

内 容 (具 体 的 な 質 問 事 項 ) 答弁を求める者

1 令和5年度 宮崎県部活動改革シンポジウムから

(1) 部活動の地域連携・地域移行に関する動きが、宮崎県下で始まっている。

学校教職員の働き方改革と、少子化jこよる児童・生徒数の減少及び、部活

動に対する子ども達の考え方の変化があるのではないかと思 う。国の動向

では、令和5年度から令和7年度までの3年間を改革推進期間として、地

域連携・地域移行に取り組みつつ地域の実情に応じて可能な限り早期の実

現を目指すとある。部活動関連に関係する市民の数や、施設の環境整備が

十分ではない日向市の現状で、部活動の地域連携・地域移行の進捗は如何

か見解を問う。また、市長はスポーツ指導者の経験がありますが、今後の

日向市が目指す部活動の全体的な姿についてどう考 えているのか見解を

問う。

(2) 日向地区の中学校総合体育大会について、競技によっては、全部の学校

が出場する事が厳しいと判断する。部 活動に参加している子どもたちの、

大会への参加の機会の確保についてはどう対応しているのか、教育長の見

解を問う。

(3) 学校関係の部活動の整理には、保護者の理解が必要不可欠になる。勝負

にこだわるあまり、外部指導者の厳 しい練習・指導を含めた部活動を推進

していくのか、それとも、外部指導者の新しい指導の形として、子 どもの

精神面を考慮した指導を広げていくのか。

これからの日向市が目指す部活動の有り様 としては如何か、教育長の見解

問う。

2 能登半島地震から学んだ防災対策は

(1) 令和6年の元日に発生した 「令和6年能登半島地震」について、連 日マ

スコミが、地震災害の怖さや想定外の被害などを伝えている。見ている

市長・教育長

市長・教 育長
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中で、災害の発生状況や、避難所での生活状況など、我が身に置き換え

てみると反省点が多々出てくる。能登半島の地震災害から教訓として学

んだ事について市長・教育長の見解を問う。

(2) 災害リテラシーの必要性を強く推進すべきとの専門家の意見であった。

被災しても逃られる様々な知識の活用と能力、避難訓練の繰り返しが大

事になる。市民への情報発信の取り組みはいかがか見解を問う。

3 地方公共団体、 「日向市」自治体の無謬性と内部統制の考え方は

今回の3月議会初日の全員協議会で、ふるさと納税サイトで、返社品の寄付額

等を間違って表示していた事の報告があった。原因としては、委託業者が寄付額

等の掲載内容を修正する際に誤ったとのことだった。行政の仕事は、ミスや間違

いがあってはならないと言われるほど、地 方自治体の無謬性には力を入れてい

ると判断するが、今回の事件の再発防止対策はいかがか。内部統制の考え方につ

いて改めて問う。

4 美々津中学校の全面移転の動きはないのか

多くの市民から、津波や地震による災害防止対策として、美々津中学校の全面

移転の実現は出来ないのかという質問を受けることがある。執 行当局の現況は

全体的な枠組みの整理中だと理解しているが、子どもの安心・安全の確保に向け

て、移 転については、どう取組んで行くのか。市長・教育長の見解を問う。

5 日向市の顧問弁護士の活用範囲は

市民の困り事など各区の区長の仕事も、やり方次第では、法的な対応が必要に

なるケースがあるのではないか。そのような場面に日向市の顧問弁謹士の活用

はできないのか市長に考え方を問う。

市長

市長・教育長

市長
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令和6 (2024)年2月5日

日向市議会議長 松葉 進一 様

発言 (一般質問)通告書

令和6年第1回日向市議会定例会において、下記のとおり一般質問をいたしますので、

議規則第62条第2項の規定により通告します。

質問順位 7

会
 
 
番

内 容 (具体的な質問事項) 答弁を求める者

1 ひきこもりと8050、 9060問題について

この80501 9060問題は、1980年代から1990年代にか

けて 「ひきこもり」という言葉が社去問題として取り沙汰され始め、

その当時 「ひきこもり」になった若者が、約 30年経った現在までひ

きこもりを続けたことが要因になっています。親が歳をとれば、健康

上、経済上の理由から、いつかは面倒を見ることが出来なくなる時が

訪れる事は、自明の理であります。

厚生労I動省は2009年に 「ひきこもり対策推進事業」の創設や、

近年では就労準備支援・ひきこもり支援の充実のための予算計上な

ど、ひきこもりとなっている中高年者に対して自立を促す対策を講

じているようですが、その全体{象が見えにくいうえ、その効果も不確

かだと舎えます。

そこで以下の事を伺います。

(1) この問題を把握するにあたり、健 康寿昂の問題、介護の問題、

認知症の問題、生活困窮者支援の問題等、複呂的に考えなけれ

ばならないと思うが、市としての現状把握はどのようになさ

れているのか伺います。

(2) 生活保護との関連を伺います。

(3) 地1或包括支援センター、社宗福祉協議宗、民生委員など、市民

の福祉に関する関係機関の、この問題に対する関わり方、連携

の仕方について詳しく伺います。

(4) 市民への問題提起の現状と周知度について伺います。

(5) 問題解決の為の施策とその効果について伺います。

(6) 認認介護に発展することが懸息されますが、市の認識と対応

(こついて{司いまず。

市長
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2 日豊海岸地1或景観計画について

日向市は、平 成18年 10月、国の 「景観法」に基づく様々な景観

づくりの仕絹みを活用し、日向らしい景観づくりを進めていくため、

「景観行政団体」となりました。また、平 成20年 2月に、景 観づく

りの基本的な方針となる「日向市景観条例」を制定し、同年4月に「日

向市景観基本計画」を策定、平 成27年 12月に 「日豊海岸地1或景観

計画」を策定しました。

しかし、景観特性を活かした景観づくり1こよる地1或の活性化を目

的にうたいつつ問題点も明記されているが、日向市独自の景観形成

がなされているとは言い難いと考えます。

特に海岸線に関ずる問題点は、国定公園でもあり、法律・条例等で

の縛りがあると考えるが、市としての考え方、将来のビジョンについ

て伺います。

3 日向市の子育て支援について

日向市の子育て支援の介実は、これから日向市で子育てをしよう

とする方、 日向市への移住を考えている方たちの選択条件の重要な

一つであります。

住みやすい街づくり、子育てしたい街づくり、少子化対策などの視

点から考えた時、現 在、日向市で進行形である 「ヘルシースタート事

業」「子ども医療費の助成」「放課後児童クラブの拡充」「病冗保育の

開設」な ど、一体的に取り組んでいる事は大きく評価できるものであ

ります。 しかし、必ずレも十分であるとは言い難いと考えます。

昨年9月議衾の一般質問でも述べたように、全国的な流れとして

「こども未来戦略」が議論される中で、日向市の先進的な取り組みと

して、○～2歳児の保育料無償化、中学校3年生までの子ども医療費

の無償化、絽食費の無償化などいち早く実現するべきと考えるが、市

長・教育長の考えを伺います。

市長

市長・教育長
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令和 6 (2024)年 2月 5日

日向市議会議長 松葉 進一 様

[8番 コ 日向市議会議 員 河野 ひとみ

発言 (一般質問)通告書

令和 6年 第 1回 日向 市 議 会 定例 会 にお いて、下 記 の とお り一 般 質 問 をい た します ので 、

会議規則第 62条 第 2項 の規 定により通 告 します。

質問順位 8 番

内 容 (具 体 的 な 質 問 事 項 ) 答弁を求める者

1, 【重点経済対策】省エネ家電買替促進事業について

9月補正で予算化した同事業は、短期間で予算上限に達 したため、再 度、12

月補正予算で事業を行った。この 12月分の省エネ家電買替促進事業の住民への

周知等は、問題な〈出来たのか。市民の方から事業の間合せがあったが、どのよ

うに周知等をしたのか伺う。

2, 学校給食について

憲法で 「義務教育は、 これを無償とする」 (日本国憲法第26条 第2項後段)

とあ ります。国がきちんと予算をつけて、どこにいても同じ教育を受けれるよう

にしなければならないと思 うが、現 状は各自治体が予算付けを行っている状況

である。

(1) 給食無償化について、12月定例会で給食無償化に向けた取り組 みを段階

的に検討していくとの答弁があったが、いつから段階的に無償化にしてい

くのか。具 体的な計画があるのか、市 長・教育長の本気度を伺う。

(2)現在、不登校、不登校傾向にある児童が増えている状況である。給食費は

一部保護者負担であるが、不登校、不登校傾向の児童の給食費の納入はどう

なっているのか伺う。

3. 子育て、教 育について

(1)本市は、小 中学校でコミュニティースクールを導入しているが、教職員の

働き方改革、PTAや保護者の関わり方 、地域での取り組みを踏まえ、それ

ぞれの学校での取り組みや現状の課題を伺う。また、市民に対してどのよう

に周知がされているのか、現 状の課題に対する改善策等があれば伺う。

(2)年度替わりで、保護者はPTAや育成会などの新年度の役員を決める時期

になっているが、役員数の削減や育成会を脱退する動きもある。保護者の関

わりが希薄になる感 じもするが、 このような動きが子どもたち、学 校現場、

教職員の負担が増えることにつながらないのか伺う。

(3)授業でもタブ レットが導入され、子 どもたちもスマホを持っていたりとデ

市長

市長

教育長

市長

教育長
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ジタル化が進んでいる中で、SNSやオンラインゲーム等のスマホやインタ

ーネット等にかかるトラブルはないのか伺う。また、使用上の注意点や トラ

ブルがあった時の子どもや保護者への対応はどのように しているのか伺う。

(4)今、コロナ、インフルエンザなど感染症が拡大しているが、子 どもが欠席

をすれば仕事をしている保護者も休まざるを得ない場合もある。回復期の未

就学児は病後児保育等があるが、就学児、特に小学校低学年の回復期にある

子どもを預けるようなところはないのか伺う。

4,現在も、世界各地で戦争や武力紛争が多発 している。非核平和都市宣言をし

ている本市として、更なる取 り組みが求められる情勢だと思 うが、改めて平和

に対する市長の認識と取 り組みについて問いたい。

、,,.-、′く・(.(一・・ 、

ムK麦゙ ・、一 \シ二

市長

)
1
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令和6 (2024)年2月5日

日向市議会議長 松葉 進一 様

[9番 コ 日向市議会議員 三輪邦屓語か

発言 (一般質問)通告書

令和 6年 第 1回 日向市議会定例会において、 下記のとお り一 般質問をいた しますので、

会議規則第 62条 第2項 の規定により通告 します。

質問順位9番

内 容 (具 体 的 な 質 問 事 項 ) 答弁を求める者

希望に満ちた新しい年が明けました。しかし、大きな不安材料もあります。「少

子化」等を主な原因とする急激な人口減が進んでいます。また、能登半島地震を

考えると、震災対策の重要性は益々高まっています。このように宮崎県・日向市

の未来予想図は、先行き厳しいものがあります。

一方で、市民の行政サービスに対する要求と期待は、益々多様で複雑化してい

ます。そのような中、持続可能な日向市の在り方について、議会・議員の立場か

ら質問・提言することで、行政と情報や課題を共有して、まちづくりに貢献した

いとの考えから以下の質問を行います。

1. 「こどもまんなか社会」実現を政策の根幹に パートⅢ

これまで、昨年の9月議会・12月議会において、同じテーマで質問してきま

した。3月に迫る市長選挙を前にして、立候補予定者である市長に選挙前最後の

政策実現を市民の前で問うものです。

(1)地域の繋がり希薄化、少子化等により 「こども・若者が地域コミュニティ

の中で育つ」ことが困難になってきました。今後、地域交流の場 (居場所)

を新たに創出する必要があります。このことについての認識はいかがですか。

(2)特に、孤独・孤立への不安、児童虐待相談対応数や不登校数、ネ ットいじ

めや自殺するこども・若者の増加等、こども・若者を取り巻〈課題は複雑化

しています。これらの問題について、 日向市の状況を具体的に教えて〈ださ

い。

(3)以上のような情勢を踏まえて、国は、こども家庭庁を中心に、様 々な施策

を検討・実行しつつあります。その一つに※ (ア)「居場所づくり」がありま

市長

教育長

す。このことについての認識はいかがですか。

(4) 「居場所づくり」で大切なことは、様 々な二-ズや特性を持つこども・若

者が、各々の二-ズに応じた居場所を持てることです。こども家庭庁は、①

ユニバーサルタイプの居場所 ②ターゲットタイプの居場所 ③両者混在型

の居場所に分類しています。以下、それぞれのタイプの居場所について、現

状・課題とこれからの方針について、概 括的 (簡単に)にお答えください。
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(今回は 「オンラインの居場所づく り」 は除きます。そ のことについては、

今後、話 題にします)。

① ユニバーサルタイプの居場所 (全てのこども・若者を対象とする居場所)

～児童館、公 民館、図書館、放 課後児童クラブ (放課後こども教室)、子ども

会、スポーツ少年団、公 園や※ (イ) プレーパーク、※ (ウ)ユースセンタ

一・青 少年拠点等 S
② ターゲットタイプの居場所 (特定の二-ズを持つこども・若者を対象とす

る居場所)～放課後等デイサービス、※ (工)若者シェルター、※ (オ)児 ら
童育成支掻拠点事業、特 定の二-ズ (障がい、性 的マイノリティ、※ (力) 1
ケアリーバー、外国籍等)を抱えたこども・若者の施設・場 1
③ 両者混在型の居場所～フリースクール等、こども食堂、※ (キ)校内カフ 1
±、学習・生活支援の場

～言葉の説明～

※ (ア)居場所 :広義では、家庭、学 校を含め、こども・若者が過ごす 「場所、

時間、人 との関係性」全てのこと。ここでは、狭 義の意味で、家庭や

学校以外のことを指している。いわゆる 「第3の居場所」のことであ

る。

※ (イ)プレーパーク:従来の公園と違 い、一見無秩序に見えて、こどもたち

が想像力で工夫して、遊 びを作り出すことができる公園のこと。

※ (ウ)ユースセンター ・青少年拠点 :中高生向けの放課後施設のこと。 1
※ (工)若者シェルター :こどもの緊急避難所のこと。 喘
※ (オ)児童育成支操拠点事業 :養育環境に課題のある児童を支援する事業の

こと。

※ (力)ケアリーバー :児童養護施設や里親家庭などの社会的養謹の経験者の

こと。

※ (キ)校内カフェ:学校内 (特に、高 校内で広がっている)で、生 徒が気軽

にくつ ろげる場所のこと。

(5) 1月18日に 「日向市こども子育て協議会」 と 「文教福祉常任委員会」

との市民懇談会が開催されました。保 育や幼児教育に係わる様々な問題を協

議・話題交換 しました。その中から、特 に下記のことについて、 日向市の現

状をお伺いします。

①保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の不足等について、現 状はいかがですか。

②保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の人材確保について、行政の取り組みはい

かがですか。

(6)いよいよ 「こどもまんなか社会」実現の中心政策の目玉となってきた 「学

校給食無償化」についてお伺いします。

(7) 最後に、 日向市における 「奨学金」制度の現状・課 題を教えてくだ さい。
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2,地方自治体議会の充実・強化のために

1993年 の※ (ア)地方分権決議にあるように、「中央集権体制の弊害をなくし

市長

地方分権を推進する」ためには、首 長・行政機関の充実と共に、議 員・議会活動

の充実と強化が必要と考えます。

自治体議会の大きな役割は、「行政の監視機能充実」と 「政策形成機能の充実」

です。そのためには、議 会事務局は大きな役割を果たしています。そこで、以 下

のことについて伺います。

(1) 議会事務局が、議会活動の機能を議員・議会と共に担うためには、「行政

機関からの独立性」 を担保することが大切です。そのような観点で、議 会に

出向させる人事権を持つ市長において議会事務局職員の採用・研修・評価・

人事等の在り方について、どのように考えていますか。

(2) 昨今、 自治体議会の政策形成機能充実が求められることが多いこともあ

り、議 会事務局にも執行機関と同様に、政 策法務担当の設置が必要となって

います。執 行機関としての見解を伺います。

～言葉の説明～

※ (ア)地方分権決議 :1993年6月に、衆参両院が中央集権体制の弊害をなくし

地方分権を推進するために決議した。
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